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法

に
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て
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・
注
學
博
士

ス

元

ス
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コ
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ヂ
ア
ツ
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と
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債

値

論

一
・
・
注
學
博
士

ス

ミ

ス

の
所

謂

「
眞

實

の
偵

格

」
に
つ
い
て

・
没
學
博
士

ス
ミ
ス
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官
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扉
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會
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ス
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自
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地

ス

ミ
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自
由

放
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:

:
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由
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論

叢

ス
ミ
ス
の
租
税
原
則

ス

・・、

ス

第
十
八

(第

號
.
二
六
へ
.

二
六
入

の

租

税

原

則

門

、

耐

戸

・

正

雄

緒

言

(本

研
究

の
目
的

)

ラ

ラ

ラ

第

】
段

ス
ミ

ス
の
租
税

原

則
.の
素
質

〔
}
原

則
其

も

の

二
原

則
の
素

性

三
原

則

の

い「
.質

)

〔

(

(

ラ

ラ

ラ

ラ

ラ

第

二
段

ス

ミ

ス
の

租
静
脚原
則

の
↓払
脚
駄

(
一
役

の
理

想

二
彼

の
原

則

ご
彼

の
理

想
qご

の
關
…係

A
彼

の
原

則

博μ
凡

べ
て
茸
ハ理
想

よ

り
出

つ

い

一
般

ろ

(

(

(

ラ

　

ラ

ラ

トヤド

音
別
σ
干
簾

謬

確
擦

則
ω
優
駿

謬

最
小
費
原
則
CB
彼
の
原
則
が
猫
糞

者
の
擧
げ
な

原
則
尊
含
き

・
…

、t
彼
の
理
想
に
出
づ

@
国
民
経
済
的
原
則
剤
財
政

々
策
的
簾
則
)

結
論
(全
文
の
要
旨
)

結

目

ア
ダ

ム
・
ス
ミ

ス
が
近
代
経
済
學

の
鼻
阻

ご
し
て
、
纏

濟
學

説

の
各
万

面
に
大
な

影
響
を

持

つ
こ
ご
は

い
ふ
を

得

た

灘
が

、
財
政
學
特

に
租
税
論

に
も
不
滅

の
功
績
を

聾

し
て
居

る
。
就

中
、
其
租
税

の
四

大
原
則

、
李
等

、
確

實

、
便
宜

、
最

小
費

の
原
則
は

、
其

後

の
租
税

の
理
論

に
も
、
實
際

に
も

、
頗

る
大
な
影
響
を

與

へ
(註

一)
、
彼

の

名

ざ
不
可
分
な
關
係
を
有

っ
て
居

る
こ

い
ふ
て
[良

い
ρ

勿
論

、
今
日

に
至
る
ま

で
、
此

が
學
者

に
よ
b
批

剥

さ
れ

修
訂

せ
ら

れ

て
.
其
儀

、
今

の
租
税
論
を
支

配

し
て
屠

る

ご
は

い

へ
な

い
が
、
併

し
街

ほ
、
彼
其
人

の
擢

威

ε
共

.

1)Bastable,publicfinance.3ed.p.413.
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に
常

に
.一
慮
は
彼

の
原

則
を
引

合

に
出
す

こ
ε
な
く
し

て
、
租
税

原
則
を

論
ず

る
.の
が
稀
な
ほ
こ

に
強

い
底
力

を

有

っ
て
居

る
。

私
は
弦

に
彼

の
原
則

の
當
否
を
論
難

ぜ

ん
ざ
す

る

の
で
は

な

い
。
其
は

別

の
機
會

に
譲

り
、
彼

の

原

則
其

も

の

、
如
何

な
る
も

の
な

る
か
の
有

の
億
…勧

吟
味

し
て
見

や
う
ε
思

ふ
。
暴

れ
が
彼

の
生
誕
記
念

に
際

し

て
、
私

が
彼

の
盤

に
献
ぐ

る
心
ば

か
b

の
供
物

で
あ
る

。

証

こ

バ

う
丁

プ

ル
拭
、
彼
の
響

不
可
分
に
結
付

い
た
原
則
に
、
常
時
、
理
論
家
及
晩
際
家
に
よ
り
て
承
輕

ら
れ

・
不
断

の
繰
返

に
よ
り
て

財
政
論

の
峡
く
べ
か
ら
ざ
ろ
部

分
ご
な

っ
た

ε
い
ひ
.
プ

レ
ー

ン
も
・
そ

・三

の
租
税

に
關
す
ろ
考

は
其
著
述
後

睾

・
財
政
の
立
法

に
も
思
想

上

に
も
大

な

影

響

な
皿
ハ
へ
、

今

も
尚

ほ
威
力

あ

り
ご
駕

し

.

ワ
グ
ナ

i
、

エ
ー

ベ
ル
ヒ
、

ボ

ル
グ

ト
等

、

ス
ミ

ス
の
租

税
原

則
の
學

間
上

の
影

響

の
大
な

り

し

こ

ピ
を
説

く
。

.

第

一
段

ス
ミ

ス
の
租
税
原

則

の
素

質

先

づ

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
聞租
税
原
則

の
素

質
を
述

べ
る

。

ラ↑
原
則
其
も
の
一

は
前
に
も

い
ふ
通
し
の
四

つ
で
あ
る
が
、
其
後

の
猫
進
撃
者
の
ε
異
る
の
は
、
何
か
ε
い
ふ

ご
、
尤

も
濁
逸

學
者

の
意
見
も
歴

々
で
統

一
し
て
居
ら

濾
が
、
試

み
に

ワ
グ
ナ

ー
の
こ
比
較
す

る
ご
、

ワ
グ
ナ

h

は
、

ア
ダ

ム
・
ス
、・、
ヌ

の

四
原
則

は

凡

べ
て
之
を
其

原

則

の
中

に
取

入
れ

、
別
な
も

の
を
之

に
加

へ
て
居

る
。

加

へ
ら
れ
た

の
は

、
財
政

々
策

的
原

則
ε
、
國
民
経

済
的

原
則

ε
、
公
正
原
則
弔

の

一
般
原
則

ε
で
あ
り
、

そ

し
で

ス

ー-、
ス
の
確
實
、
便
宜

、
最

小
費

の
三
原

則
は
行

政
原

則

の
中

に
纏

め
ら

れ

て
居

る
。

論

叢

、
ス
、、、
ス
の
租
税
原
則

第
†
八
巻

〔第
一
號

二
六
九
)

二
六
九
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論

叢

,

ス
ミ
ス
の
粗
漉
原
則

第
十
八
巻

ρ第

「
號

二
七
〇
)

二
七
Q

コ
原
則

の
素
性
-

此

人
ミ
ス
原

則
は
果
し

て

ス
ミ
ス
の
凋
創

か
ε

い
ふ
の

に
、
此
は
彼

の
猫
創

で
は
な

く
、
.他

くの
先
輩

よ
り

の
借
物
で

あ
う
た

や
う

で
め
る
需

二
)。
尤

も
彼

の
顧

ε
手

ご
脚
色
通

ほ
る
こ
ε
に
依

っ
て
形

の
整

っ
た

も

の
に
は

な

っ
て
来

た
。

釜

二
)
バ

ス
テ
i

7・

ル
ば

い
ふ

て
居

ろ
。

・
ツ

ジ
や
可

ス
に

、

ア
ダ

ム
、
そ

三

が
此

原

則
為

チ

ユ
ル
ゴ
ー

　

脚
.

土

・、
い
ふ
て
居

ろ
が
、
其
根

櫨

11

不
明

で
あ

る
。

カ

ン

ニ
ン
が

ム
に
依

を

、
吐

が

形

に
て

に
改

良

さ

れ

て
居

る
が

、
實

艦
で

ば

モ
ー

・
ー

ド
沢
ー

モ

ン
蕊
吋
借

り

た

・、
い
ふ

、
、

の

ミ
だ

ざ

リ

ゾ

拶

ナ

i

、
エ
ー

ベ

ル

ヒ

、
ベ

ラ

フ

エ

ル

デ

ス
、

ニ
ツ

チ

、

ス
ト

ル

ソ

ツ
等

、

凡

べ

で
、
ス

.ミ

ス

の
狙

創

に

詐

り

し

こ

ご

養

い

ふ

。

ヨ
原
則
の
性
質

-

斯

の
如
く

ス
ミ
ス
が
此
原
則
を
思
想
上
.に
於
て
は
他

の
畢
者
よ
り
借
b
た
が
、
併
し
之
を
易

くて
猫
速
撃

者

の
如

¢
政
策

的
な

る
改
良
目
標

〔註
三
)

ご
し
た

の
で
な
く
、
古
京
實
際
…に
於
て
　準
櫨

さ
れ
た
所

の
{貫

在

ε
し
た

の
で
み

る
(註
四
)。
つ
ま
り
ゾ

ル
〆
ソ
ご

し
た

の
で
な
く

、
ザ

イ
ン
ε
し
た

の
で
あ

る
。
而

か
も
彼

の
當

時

に
行

は
れ
た
實
際

が
、
實
は
之

ε
異

っ
て
居
り
(註
五
)
、
彼

が
其
著

書

に
於

て
屡

々
他

の
慮

で
は
自
説

を
立
離
す

る
矯

め
貸

倒
を
擧
げ

て
居

る
の
に
、
此
原
則

に

つ
い
て

は
毫

も
之
を

試

み
て
居
ら

な

い
所

か
ら
見

る
ご
、
實

は
彼

が
之
を
史
實

か
ら
蹄
納
的

に
纏

め
た

の
で
は

な
く

て
、

偶

々
他
畢
者

の
見

解
を
知

っ
て
、
自
家

の
根
本
的

の
思
想

か
ら
之

に
共
鳴

し
、
之
を

一
層

其
思
想
、
其

理
想

に
適

合
す

る
や
う

に
婆

形

し
た
も

の

、
如

く

で
み
る
。

.

(註
三
)
ワ
グ
ナ
「
ば
、
之
な
以
て
、
入
が
實
際
F
捨
て
出
張
る
だ
げ
近
づ
く
べ
き
目
標
ご
爲
し
、
カ
イ
ヅ
ル
も
-
其
に
從
っ
て
租
税
が
定
め
ら
る
べ

き
原
則
ε
爲
す
。

(註
酒
)
ス
、ミ
ス
の
使
つ
象
調
眼
よ
る
メニ
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ど

一
ヌ

[一〇
素

心
臼
ミ

ミ

昏

へ『q
ミ

ミ
馬
.…
..、..
..≡

カ
イ

ヅ
ル
ば
之

潜

説
明

し
て

、

ス

ミ

入
ば

、
此

原
附則
な

、
改

頁
要

上木
こ
し

て

及

、
山木
來

の
租
税

行
政

の
厨

め

の
規
山足
ε

し
て
定

ゆ

う

こ
ぐ」
潜
考

へ

な

か

っ
た
。

併

し
彼

に
其

に
て
魔

除

・
既

に
彼

の
時

代

に
凡

べ
て

の
国

民

に
於

て
租

税
行
政

が
準

嫁

し

て
居

た
原

則

な
定

め

る

こ
ピ
な
想

像

し
た

ミ

い
ぶ
て
居

る
。

偉

ほ

フ
オ

ソ

ク
も

、

ス
ミ

ス
の
平
等

原

則

に

つ
碁

て
、

ス
ミ

ス
が

其

租
税

の
翫

明

の
初

め

に
於

て
・
臣

民

が
其

給

付
能

力

の
.
山

含
ド
惣
じ
て
政
府

の
費

用
に
貢
献
す
べ
し
こ
い
ふ
原
則
々
定

め
な

・
き
に
・
彼

ぱ
、
既

眞
此
迄
、
租
税
の
成
立
以
来

、
凡
べ
て
の
時
代
に
鋒

(後

の

永
き
時

、
疑
な
音
も
の
及
自
明
の
も

の
ピ
し
て
認
め
ら
れ
た
孝
心
言
ひ
表
は
し
た
こ
い
ふ
て
居

る
。

へ註

五
)
カ
イ
.ヅ
〃
に
、
如
何
に
此
抽
象
が
鉄
黙
あ
る
も
の
な

う
か
ば
・
英

・
佛
及
其
他

の
國

に
於
け
る
當
時

の
租
税
行
政

海
見
れ
ば
明

か
で
あ

ろ
ピ

η

い
ふ

て

居

ろ
。

9

第

二
段

ス
ミ

ス
の
租
税
原
則

の
立
脚
顯

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の

租
視
原
則
の
山
摩
す

る
所
が
上
議
の
如

し
ε
す
れ
ば
、
彼
を
し
て
此
原
則
を
成
形
せ
し
め

た
の
は
彼

の
思
想
ス
は
理
想
の
背
景
で
費
。け
れ
ば
な
ら
慮
。
其
れ
で
藪
に
其
昔
量
が
何
で
あ
り
、
如
何
に
此
が
彼

の
原
則
に
現
は
れ
て
居
る
か
を
見
や
う
。

ラ一
波
の
理
想
1

は
箇
人
主
義
及
自
由
主
義

で
あ
り
、
此
が
彼

の
原
則
の
上

に
現
は
れ
て
居

る
。
濁
速
撃
者

の
國

(家
主
義

的
關
渉
主
義
的

な

る
ε
(註
六
)

異

っ
て
居

る
。

尤
も

ス

ミ
ス
の
箇

入
主
義

は
粗
野
な

る
其

で
は
な
く

て
、

他

愛

の
加
味

さ
れ
た
肚
會

的
な
共

で
あ
る
(註
七
)
。
此
箇

人
主
義

の
精

碑

か
ら
租

椀
原
則

を
演
繹
的

に
持

成

し
た
も

の
叉
は
完

成
せ

ん
ご
し
だ
も

の
ε
い
ふ
て
良

い
(註
八
)
。

艶
…
嘗
軌

ス
ミ
ス
の
租
船
脚原
則

第
十
入
港

(償
脚
一
號

二
七

一)貼

二
七
一

6)Smith,Wealしhofnations,BkV.Cb,工1.Pし.II,K乱lz1,a.a.0.S.255.

Vocke,DieIdeederSteuecinderGeschichte.(FimnzArchiv.7Jg.S.1.>

7)Kaiz1,3.a.0.S.♀55,



論

叢

ス
ミ
ス
の
租
税
原
則

第
11
八
巻

(第

「
.號

二
七
二
)

二
七

二

(註
穴
∀
ぞ

ス
の
箇
人
糞

的
な
る
に
封
し
て
ー
ワ
グ
ナ
i
蓄

圃
釜

讐

み
こ
筐

就

い
て
に
;

グ
ナ
象

噛

.

:

(註

t
)
ス

ミ

ス
の

箇
人

主
義

の
粗

野
な

も

の
で

な

い
こ

こ
に

、
彼

の
道

徳
情
操

論
な

ご

海
参
照

さ

れ
ば

一
層

明
瞭

で

め

ろ
が
、

ヂ

ユ
ー

リ

ン
グ
も

、

ス
ミ

ス
ぱ

特

に

人
間
腔

の

畏
き

種

類

の
も

の

の
頂

芽

か
眼

中

に
置

く

ピ
爲
し

、
プ

リ
ー

フ

ス
も

、

ス

ミ

ス
の
箇

人

主
義

匡
多

少

・
肚

會

的
な

る
床

助

の
中

に
入

っ
た

も

の

ミ
爲

す

。

初

釜

八
>
y
エ
フ

レ
ー
に
、玄

、.三

の
原
則
受

箇

人
主
義
の
精
榊

に
峯
ゐ
租
碗
農
系

の
演
繹
的
構
成

こ
い
ふ
。

ラニ
.彼

の
原

則

ε

彼

の

理

想

ざ

の
關

係

(

ラ

　

徐
彼

の
原
則
は
凡

べ
て
其
理
想
よ
b
出
づ
一

⑮

「
般

-
彼
の
四
大
原
則
は
假
令
、
他
學
者
よ
り
受
賞
b
さ
れ

た
も

の
こ
は

い

へ
、
其
彼

に
よ
り

て
成

形

さ
れ

た

の
は
、
彼

の
理
想

に
適

つ
π

か
ら

で
あ
b
、
文
典
に
合

ふ
や
う

に
成
形

さ
れ
完
成

せ
ら
れ

π
。
彼

は
此

原
則
を
真
箇

人
主
義

及
自
由
主
義

に
合

ふ
や
う

に
作

っ
て
居

る
。
彼
は

之

に
よ
り
て
箇

人

の
利
金
を
計

b
、
箇

人
を
田
楽

る
だ

け
宥
恕

し
ゃ
う

ε
し

て
居

る
〔註
九
)。

(註

些

へ
・
ク
ル
は
・
ア
貿

三

-
ス
に
國
民
放
箇

人
財

産

(産
業
ず

宥
恕
の
爲
め
に
堅

い
原
則
祉
定
め
を

・
し
た
も
の
為

し
・

エ
ー
ベ
ル
・

珊

』
同
機
の
こ
ε
々

い
ふ
て
居
る
。

うろ

各

別

r

ー

ー1
雫
等
原
則
-

彼
が
卒
等
を
説
く
の
は
輩
に
此
が
道
徳
上

の
標
準
た
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
斯
く
し
て
生

(

す

る
所

の
箇
人
聞

の
競
争

の
蜀
等
が
、自
由
競
争
に
も
適

ひ
、産
業

の
畿
達
を
進

め
(註
「
o
)、
箇
人

の
利
益
を
傷
は

す

し
て
其
利
益
を
伸
賦
す
が
爲
め
で
あ
み
。
抑
も
ま
沈
彼
は
國
家
を
以
て
私
的

の
利
益
共
同
ε
同
ご
考

へ
髄

っ
て

8)
9)

10)

ユ1)

Wagner,a.a.0.S.『 α～一7.

Uihring,KritischeGeschi⊂htcderNationa16kon6mie.4Aufl.S.160.

Brief=,Untersuchlln呂cnz[vklasミi5chenNationalbkoho.mie.S.212.

Scha田c,Stenern.A.T,S.36.

Heckel,Lehrbuch.LS.54.Eheberg,Fw.gAu日,S.27.



其
共

同
に
封
ず

る
各
箇

入

の
利
害

の
割
合

に
鷹
じ

て
、

費
用

の
分
擢
を
寫
す

べ
し
ご
し
た

の
で
あ

る
〔誌
=

)
o
彼

が
此
原

則

に
於

て
折
角

.
能
力
原

則
を
先

づ
沖
蔵

し

つ

、
、
術

ほ
論
理
的
不
徹

底

に
利
益
原
則
を
も
並
行

せ

し
め

た

の
は

(註
こ
こ
、
畢

竟
す

る
に
、
彼

が
箇

人

の
利
益
親

に
強
く
捉
は

蜘
、

之
を
附

加

へ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

か
ら

で

る
る
。

切

(註

δ

)
バ
ス
テ
ー

ブ
ル
L

租
税
の
不
公
李
ば
産
業
的
元
焦
々
傷
ふ
も

の
だ
ミ
い
ふ
て
居

ろ
。
之
熊
券

ら

い
へ
ぱ
、
租
税
の
公
準
が
薦

悉

な

進

め

る

こ
ご

こ
な

ろ

こ

い
ふ

の
で

あ

る
。

'

)13

(註

一

一
)
ス
ミ

ス
に

之

ド

っ
毒
左

の
寅
句

ん
用

み

て

、
納
税

者

為

、
大

土
地
財

産

の
共

同
小

作

人

に
比
し

て
居

る
。

明
認

①
后

9

器

。
「
σq
9

Φ
;

ヨ
Φ
コ
け
巳

ρ甘

三
島
才
虚

言

尻

。
h
p

讐
Φ
暮

・・三

。
戸

扉

壽

・

け訂

Φ
昌

雪

器

。
『

匿

　戸四
隅
①一巳一Φ
葺

け
。

9

。

、
ミ
ミ
.
勢
ミ

ミ
・
。
h

帥

噂

㊦
pけ

。"・耳

ρ

・葺

・
p
・Φ
忌

。
げ
一曹

費

。

8

算

、同じ
三
。

冒

賢

。
唱
。
・ま

コ

け。

3
①
一=

ω貫

。
∩
二
〆
。

一・一径

9
前

コ

Pゴ
Φ

Φ異
国
ゆΦ
.

(注

一
=
)
ス

ミ

ス
の

原
則

の
之

に
關

す

る
文

句
ば
左

の
如

き
も

の
で

あ

ろ
。

目
げ
Φ
。・
・
幕

∩雛

亀

・誘

曙

のg
〔①

。
口
写

[
8

B
鼻
「
=・
三
①
[9
話
・
房

[ぎ

。・壱

越

・叶
。
=

竃

碧

く
。
ヨ

ヨ
。
昇

窃

口
2
普

・
繋

o
。重

げ
、の
ち

唱

。
宅

三

⊇
二

。

ひ
警

「窃
需

・二
話

寒

華

N寄

琶

巨

す

ヨ

窟
名

簿

叩。
⇒

3

子
・
掃

く
r・
・三
・

}

一。三

ゴ
3

・貌
罵

。
[オ
・
ぢ

・ミ
留

・百
計

・

3
0
で
「o
肝R

ユ
o
コ
o
「
跡
ω
。昏
一翼
①
.

ベ
ラ

フ

汎
ル
ァ

ス
ば
、之

な
批

評

し
て

、
ス
ミ

ス
の
第

一
原

則

(平
等

原
則
)
に
、

折
衷

主
義

生
り
生

ず

ろ
暖
貼

た

る
、
此

が

論
理
的

た

ら

ざ

ろ

こ
ご

私
有

つ
。
何

ピ
な

れ

ば

租
税

の
標

準

が
先

づ
所
得

、
支
梛

能
ヵ

に
、
次

ぎ

に
利

益

に
見
出

さ

る

㌦
か
ら

ご

い
ふ
て

居
り

、

ロ
ソ

ジ
ア
ー
は

、
租
税

公

正
が

一
の
標
準

に
て
十

分

で
な

い
こ

ミ
な
、
既

に

ス
ミ

ス
が
假

令

論
理

的

に
ば
鋭

敏

に
現
に

さ
れ
ず

ざ
し

、
其

人

な

み
買
際

的

才

能

に

よ

つ
て

懲
じ

た

こ

い
ひ
、

フ
イ

ス
チ

ソ
グ
ば

、

ス
、・・
ス
が

、
租

税
分

配

に
於

て
能

力

ミ
利
益

ざ
々

、

…
致

す

べ
か
ら

ざ

ゐ
反
封

、、・
し

て

取
扱

拭
な

い
で
、

.

凱副

堂
以

ス
ミ

ス
の
租
税

原
則

霞
川十

八
巻

(苗
帰
【
附砒

二
七

一二
)

二
七

一二

ユ2)Ba引able,1.c.p・414・

皿3)Smi豆h,1.C.



.論

叢

ス
ミ

ス
の
租
税
原

則

第

十

入
巻

(第

一
號

二
七

四
)

二

七
四

此

二

の
も

の
為
共

に
考

慮

ぜ
ん

足
し

た

こ
ご
11
明

か
で

あ

ろ
ご

い
ふ
て

彫

る
ひ

夏

に

ロ
ッ

ツ
に

、

ス
ミ

ス
が
其

有

名
な

ろ
四
大

原

則

の
第

一
に
於

て
租

税

の
公

正
々

成
形

し
た

だ

け
で

ば

、
此

が
曖

昧
で

-
報

償

原
則

ε
能

力
原

則
ご

の
海

台
で

あ

る
こ

い
ひ

、

バ

リ

ュ
ー

に
、

ス
ミ

ス
の
平

等
原

圃

則
に

曖
昧

な

ろ
ぐ」
同
.時

に
旧
邸
理
.で
あ

る
こ

い
ふ
。

　

.

2
確

實
原
則
i

も
亦

、

ア
ダ

ム
6
.ス
ミ
ス
に

於

て
は

、
其

が
箇

人

に
・こ
ら

て

利
益
を
進

め
損
害
を

か
け
な

(

い
所
以

で
あ
る

か
ら

ξ

い
ふ
に
在

る
。
其

に
於

て
明
確

を
期
す

る
の
は
、
常
談
義

務
者

ε
、
他

の
箇

人

ε
か
ら
見

て
、
帥

ち
何
人

か
ら
見

て
も
明
確

こ

い
ふ

こ
ご
を
期

す

る

の
で
、

之

に
よ

り
て
成
箇

人

に
特
別

に
利
益
を
與

ふ
る

こ
`
も
な

く
、
特
別

に
迷
惑
を
掛

け

る
こ
ε
も
な
.い
よ

う

ε
い
ふ
の
で
〔註
一
三
)、
確
責
具

も
の

、
合

法
性

ε

い
ふ

こ
ご

の
趣
旨

か
ら

で
は
な

い
。
彼

が
之

に
よ
り

て
如
何

に
箇

人

の
利
益
を
考
慮
す

る
に
努

め
た

か
は
、
彼
が
小

な

る
不
確
實

の
弊
が
、
可

な
り
大

な
不
公
牛

の
其
よ

り
も

大

ご
爲

し
(註
一
四
)
、.
即
ち

準
導

ε
い
ふ
如

き
道
徳

的

に
高

き
標

準
よ
り

も
、
孚
ば
形
式
的
事

項
に
臆

す

る
碓

實

に

重
き
を

骨

い
セ
こ
ご
に
よ
り

て
も
知
ら

る
。
即

ち
彼

に
於

て
は
箇

人

の
利
益

聖
傷

ふ
結
果

の
大
小

に
意
を
用

み

て
居

る
の
で
あ

る
。

切

(注

=

ε

之

に

つ
き

て
は

、
ア

ダ

ム
・
ス
ミ

ス
の

用

み

た

詞
は

左

の
池
り

で
あ

ろ
。

・

目
ぼ

量

目Φ
。
胤
宕

風
鐸
。
鼻
・
9
。
岳

導

臼

。
h
智

軍
づ
①
コ
↓冒
9
ゆ

唱

導

二
ぞ

δ

g

醤

印島
-
。
品
ゲ
g

コ

[。

σ
Φ

g
臼

「
塁

臼
℃
互

p

[。

島
Φ

ヘミ

ミ
唱
ミ
ミ

醤

ロ

δ

き

ミ

も
ミ
ミ

椿

誤
ミ

圃

.

　

コ
　

ラー5

(註

一
四

)彼

の
用

み

た
文

句
に

左

の
如

く
で

あ

る
。

月
げ
①
。
g

四
百

罵

。
h
類
訂

;

鴇

E

目
白

く置

[【巴

。
轟

茸

ε

冨

二

巴

云

・
×
覧

9
・b

§

け毎

。
h
ω
。
讐

①
㌶

巨

℃
旦

弩

。
ρ

二
邑

ρ

寒
甦

-
.

ミ
義

隠
腎
義

隷

爵

・寄

&

欝
遊
説
・送

§

津

名

冨

誹

層
H
σ
・
】ぼ
・
9

ぎ

ヨ

爵
の

巽

篇

ユ
雪

。
Φ
。
「
p二

言

[ご
駐
u

尻

8

ρ
p

笛
塞

。

ぴq
「¢
腎

〆

1のSmith,1.c,BelaF61dc3,a.a.0.S.270.Ro～chcr,Fw,5Aua,1,S.240.

Fuisting,GrundzugederS:euer/ehi.c、S.14,Lotz,Fw.b.z41.Parieu、.

Trait6deshnpδts.2Pd,工 、p.7ス.

1)
18

Smith,1.c.iO

Su■;,h胃1.「.



f

弓

①〈
需

拐

暫
ミ

q

hミ
窺
肉

身

ミ

駄

黛
毳
毳
ミ

ミ
受
・

ラ3
便
宜
原
則
一

に
て
は
、
勿
論
彼
は
政
府
に
ε
り
て
の
便
宜
を
意
味
せ
す
し
て
、
人
民
即
ち
箇
人
に
ε
り

(

て
の
便
宜
を
考

へ
(註

一五
)、

同
時

に
之

に
聞

囃

し
て
自
由

ε

い
ふ
こ
ε
を
も
考

へ
て
居

る
(註
=
ハ)。

そ
し
て
彼
は

前

に

い
ふ
如

く
李
等

よ
り
も
確

實

に
重

き
を
置

く

の
み
で
な
く

、
卒
等

よ
り
も
便
宜
を
重

し
ε
爲
し
、
益

々
以

て

彼

が
箇

人

の
利
益
を
計

る

こ
ε

の
熱
心

な

こ
ε
を
示

し
て
居
る
。
其
事
は
彼

炉
奢
侈

品
消
費
税

に
於
て
、
質

権

の

自
由

が
存

し
少
額
つ

つ
の
質
権

が
行

は
れ

て
箇

人

の
便

宜

埴
適

ふ
.の
故

に
之
を
可

ε
す

る

こ
ε
に
(註

一
七
)
よ
り
て

示

し

て
居

り
、
此

の
如

き
挽
は
貴

に
便

宜

に
は
或

は

適

ふ
け

れ
こ
も
、
結
果

-し
し

て
李
等

ε

か
公
卒

ε

か
い
ふ

こ

ξ
は
之

を
破
ら

ぎ

る
を
得
ざ

る

こ
こ

、
な

る
の
で
あ

る
。

の

(註

一
五
∀
ア

ダ

ム
・
ス

ス
ミ
の

用

み

た

文

句

は
左

の
濫

り
で

あ

ろ
。

」

野

①
q

{強

2

ぴq
ゴ
ニ

。
σ
巴

Φ
<
団円

"
=

ゲ
2

ぎ

ρ

。
ユ

=

子
Φ

ヨ
書

席

「」

コ

宅
三

多

凶証

し。
彗
星

穿

①】団

8

げ
。

∩8

話

コ
冨
三

苛
・

ミ

"
ヘミ

ミ
唱
Nミ

、
8

冨

}・
【[.

捌

〔註

=

(
V
之

に

つ
善

ス
ミ

ス
ば

左

の
如

善

こ

ピ
な

い
ふ
て
居

る
。

同
異

2

愚

8

u。
丙
ゴ

8

田
高
目
四
三
。

σq
8

島

田

曽
Φ

9
「[嵜

。・
。
二

=
昔

q
u
母

o
p
】三

。
四
ξ

膨

置

ど

穿

①
8
ヨ

・
日
①
「鼻

孔

署

器

暴

=
}・

ヨ

暫

　
青
目

①
三

訂

二

旧
く
Φ
曙

ミ
ミ

ミ

ミ
楠駄
誉

ざ

§

き

雷
①
忌

頚

9

①
ヨ

ミ

詠
寄
奪

ミ

電

動
悪

も

巴

、Φ

ナ
「5

臼

8

。・
凶。
コ

3

げ
ξ

睾

。

3q
。
&

㎝
■
診

箒

目ω
ミ

ミ

ミ
督

け。
ρ

Φ
喜

Φ
二

。

喜

}♂
。
吋
ぎ

ド
一。

ぎ

事

霧

ゴ
①

幕

湯

o。・
汁

一ゴ
眞

げ
。

募

。
善

舜

鳶

坤二

一。

の
く
臼

ω
三
好

団

き

団

8

昌
昌

①
「斗

一①

印g

8

話

三
①
ゴ
身

P
。
ヨ

旨

∩一二

雲

o
耽

(註

一
t

)
前
註

=

ハ
参

照

。

.

輪

業

.

ス
、-、
ス
の

租
税
原

則
.

第

十

入
巻

(第

一
號

リ

一
七
五
)
.

二
七

五

里7)Smith,1.c.

18)Smith,1.c.

.



一

論

叢

ス
ミ
λ
の
租
税
原
則

第
十
八
谷

(第

一
號

二
七
六
∀

二
七
六

ラ4
最

小
費
原
則
-

亦

政
府

の
駕

め
ε

い
ふ
よ

り
は
箇

人

の
駕
め

し
せ
ら
れ

て
居

る
こ
蓬
は
、
此

原
則

の
畜

(

鳴

し
に
於

て
(註

一
八
)、
及
結
言

に
於
て

〔註

】
九
)
、
窺

ふ
こ
ε
が
出
来

る

の
み
な
ら
す
、
彼

が
此

に
於

て
四

の
黙
を

列
翠

し

て
其

一
の
み
が
歌

府

直
接

の
費

用

に
聞

し
、
他

の
三
は

凡

べ
て
人
民

に
於
け

る
租

税

に
關
す

る
負
撚

に
係

・

り
、
第

一
の
も
の
も

年
ば
は
政
府

の
愛
用

で
な

い
も

の
に
係

り
、
政
府

の
費
用

た
る
も

し
も
結

局
筒
人

の
負

推
セ

る
に
於

て
(註
二
〇
)
、
之
を
窺

ふ
を
得

る
。
特

に
第

三

の
罰
金
及
没

牧

の
損
害

に
於
け

ろ
彼

の
説
述

の
仕
方

に
至

で

は
、
最
良
く

、
彼
が
納
税
者

の
爲

め
を

計

る
こ
ε
の
至

れ

り
盤

せ
b
で
、
む

し
ろ
度
を
過

し
て
居

る
こ
ε
を
示

し

て
居

る
。
實

に
彼
は
此

に
於

て
、・
税
法
違
反

が
税
法

の
誘
惑

の
鳥

め
で

あ
る

の
に
、
其

不
幸
な

る
浦
脱

失
敗
者
を

」

制
裁
す

る
の
氣

の
毒
な

る
意
味

を

さ

へ
漏
ら

し
て
居

る
(註
三

)。

ゆ

(註

一
八

)
彼

ぱ
原

則
の

言
出

し

に
次

の
如

く

い
ふ
て
居

る
、

国
お

「》・.
齢曳

〇
二
讐

π

。
げ
ω
ら・0

8

コ
.}

巴

島

び
。
二
二

。

3
箒

o
只

p
民

ε

冨

Φ
℃

2

R
o
「
[ぎ

℃
o
穿

霧

o
「
二
'ρ

憲ヘミ

隷

誤

一
三

〇

器

で
露
丑
三
①
9
.臼

彗

恥

p
げ
。
話

く
ぼ

二

二
〕「
『
暢

凶コ
δ

チ

①
℃
目
窪

。
畔
Φ
墨

F曙

o
〔
9
①
階
翼

。
.

の

じ

ロ

コ

(註

一
丸

V結

昆
の
文

句

に
次

の
如

く

で
あ

る
。

H
二

五

ま

。
墓

。
器

。
「
。
[訂

・
。
=

憂

・
節

会

奪

の
三

岳

培い
昏

覧

鼠
x
臥

昇
Φ

喘「2

・①
・三

関

u・。

暮

筈

・・§

。

晋

「・…聖

の
。
巨
・
δ

二
品

感
、
息

む

芸

雪

∋
Φ
)・
2
.①
げ
Φ
「
.①影

印p
=

0

3
。
繋
)〈
m】
.Φ圃
コ
.

鋤

∩
。
。

【註

二
〇
〉彼
ぱ
此
に
於
て
四
項
々
分
け
.
第

一
な
歓
政
費

ε
叙
得
物
・こ
爲
し
、■

第
二
な
産
業
妨
害
及
阻
止

〔企
業
心
萎
縮
、
資
本

吸
牧
)
ご
」
、
第
三

受

罰
金
放
技
牧
の
損

者
ご
」

第
四
な
取
視
官
の
巡
泓
及
旗
萱
の
厄

介
こ
爲
す
。
そ
し
て
彼

ほ
此

等
に
於
て
・
獅
.違
學
者

の
い
ふ
闘
魂
鰹
済

貼

原
則
に
て
出ぢ
ふ
べ
蒔
」も
の
為
述
べ
て
居
り

、
第

二
の
塵

ト
て
、
少
し
邑計
り
貼胆
會
政
策
的
考
慮
な
爲
一し

て
も
居

る
o

19)

20)

2り

S.■,ith,[.c

Smt1,1,c

Smith.1,「 ,

・

■



.

(註

=

ゴ
)
彼

ば
此

に
て
随

分

、
極
端

脳
納

税
者

辯

護
な

や

っ
て
居

る
。

左

の
如

音
調

に
て

で

あ

ろ
。

》

ユ

o
{。
騒

ぎ

「
舞

讐

[p
。
【}p〔
「

監

置

三
①
宏

量

ひ

Fぎ

紹

ミ

尋
ミ
§

ミ

こ

蕊
辱
窪
ヘミ

琴

一貫

「

三

。

p
[[Φ
日
岡
富

、愚
物ミ
ら
、、
.旨

、ミ
、
、q

、
桐ミ
慾

子
の

[p
×
噛
謬

目
零

州奉
呈

窪

ξ

「三
口

[}5
一自

白

α

9

Φ器
σ
}・
唱
三

筆

。
邑

な

子
Φ
計

器

津

舅
¢
島

仲訂

8

∋
ヨ

　ヨ
崩ぞ

巳
ポ
一口け

プ
旦

。

「。
∩9
〈
巴

3

三

野
Φ

Φ
ヨ
見
。
讐
話

耳

。
=

冨

.;

昌

　邑

ψ
.
〉
三

三
巨

鉱

。
墓

畔霧

。
nす

詔

酋

臼

隻

ミ

N憶
ミ

、ペミ

δ

の
巨

[・。
讐

一転

野

ニ

ゴ
。
}"Φ
邑

[騨

。
「
い
・
話

」
屠

量

尻
ρ
牙

の

三

嘆
。
ち

三

;

8

[一お

雪

も
禁

野

』

ゴ
巳

陛p'ゴ

∩
・昌

『巴
コ

〔)
N
三

訂

。
『象
=
四
身
.

づ
}

暑

弱

。;

雪

{や

丸ぎ

こ

彗

刊書

誉

将

愚

ミ

、ギミ
"
雪

費

訂

　

=
=
毫

奮

[一6
器

三

6

思
.Φ
三

一。

三

国
・'
[=

【

6
.,　一μ
3
。
⊃
ぐ

ミ
§

ミ

コ

}6

箕
島

㎝一団

①
・
=

8

ミ

葺

誉

ミ

・ヨ

。
量

・
①
憂

欝

2

ヨ
い犀

。
①

菩

帥3

。
・唇

け

∩
Φ
『什p
ゴ
副ぞ

[。

肌・=
Φ
♂、陣ロ
ρ。

一[・
冬

。

諮

鼠

鳴
母
5
0
旨

δ

8

置

目

詫

傍
プ
①

o
ユ
ヨ

Φ
・

珊
彼
の
原
則
が
猫
邀
撃
者

の
擧
げ
た
る
原
則
を
含
ま
ざ
る
こ
ご
も
彼

の
理
想

に
出

づ
1

彼

の
源
則
に
於
て
渇

く
逸
聾
者
の
説
け
る
も
の
姦

い
た
の
は
公
振

期
中
の

疲

原
則
ε
.
國
民
脛
欝

原
則
爵

政
政
策
的
原
則
ε

.

鋤

で
あ

る
が
、
此
中

に
就

き
第

一
の

一
般

原
則
は
、
畢

竟

、
半
等

原
則

の
派
生

ε

い
ひ
得

る
か
ら
、
其

は

別

ε

し

て

、

彼

に

於

て

、

い
国
民
経
済
的
原
則
一

を
鉄
く
の
は
、
矢
張
り
彼
が
租
挽

の
経
済
的

干
係
を

国
家
的

全
層
的

に
見
な

い

で
、
箇

人
の
利

益
の
立
場

か
ら
見
π
嬬

め
で
め
㌧
、

彼

の
箇
人
主
義

の
反
映

で
あ

る
。

そ
し

て
彼

は
此
経
済
干
孫

呉

も

の
は
十

分

に
注
意

し
て
居

る
所

で
、
彼

の
四
大

原

則
が
凡

べ
て
経

済
的
原

則

ε
い
ひ
得

る
ほ
こ
で
あ

る
の
み

な
ら
す

、
共

の
最
小
費
原
則

に
至

っ
て
は
、
明

か
に
他
畢
者

の
国
民
維
濟

的
原
則

に
て
述

ぶ

る
所

の
も

の
を
説

い

て
居

る
。
但

だ
彼

に
於
け

る
経
済
的

オ
い
ふ
の
は
箇

人
的

で
、
國
氏
的

で
は
な

い
。

論

叢

.
ス
ミ
ス
の
租
硯
原
則

第
十
入
巻

(第

一
號

二
七
七
)

二
七
七

22)Smith,1・c・
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「

論

煙
肌

ス
ミ
ス
の
租
税
盾
帰
期

第
十
入
谷

(第

一
躍
捌
一
一
七
入
)

一
「
七
八

ラろ
財
政
万
策
的
原
則
1

は
濁
逸
學
者

に
在

っ
て
は
其
國
家
主
義
よ
り
し
て
當
然
之
を
成
形
し
且

つ
之
に
重
、

く

き
を
櫨

か
な
く

て
は
な
ら

な

か
つ

だ
が

(註
二
二
)
、
彼

れ

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
に

在

て
は

、
其

個
人
主
義
上

、
此

原
則

に
現
は

れ
た
や
う
な

政
府

の
立
場

な
ご
考
慮
す

べ
き

で
な

か

つ
π

の
で

め
る
。

そ
れ

に
叉
彼

の
財
政
論

の
全
艦

の

鴨

系

か
ら
し

て
も
此
原
則

の
必
要
を
見

な
か

っ
た

の

で
も

あ
お
。
師
ち
彼
は

一
方

に
歳

入

に

つ
い
て
は
国
有

財
産

及
國
瞥

事
業

を
出
家

る
だ
け
縮
少

し
て
、
成

る

べ
く

租
税

に
依

る

べ
き

こ
ご
を
説

い
た
が
(註
二
三
)
、
其
は
臆

が
て

民
業
を

進

め
、
r
税
源
を
豊

か
に
す

る
こ
ε

、
な

b
、

比
較
的
輕
率

に
て
も
能

く
割
合

に
大

な
牧

人
を
擧

げ

し
む
る

こ
ε

、
な

り
、
そ
し

て
他
方
、

国
務

簡
軍
、
非
干
渉

自
由

主
義

の
薦
め
に
、
箇
人

の
活

動

の
範
園
を

大

ε
し
、
政

府

の
活
動
範

團
を
小
く
す

る
主
義

を
探

ら
た

る
薦

め

に
書

二
四
)
、
国
費
は

極

め
て
小

な
る

こ
ε
が
出

来
、
両

有
相

待

っ
て
箇
人

の
利
.盆

の
薦

め
に
危
険

の
可
能

め
る
財

政

々
策
的
原
則
を
要

し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼

の

財
政
論

も
す

べ
て
其
箇

人
主
義

及
自
由

主
義

か
ら
出

て
居

る
に
外
な
ら

諏
。

註
二
二
〉
ワ
グ
ナ
ー
に
い
ふ
て
居
ろ
。
古
き
個
人
主
義
説
及
画
家
契
約
説
に
反
射
に
於
.て
、
新
し
き
有
機
的
国
家
理
論
に
於
て
、
勧
め
て
財
政
々
策

鋤

的

原

則

の
重

要

ご
、
凡

べ
て
他

の
原

則
よ

り

も
凸

に
重

き

為
置

く

べ
き

こ
ミ
な
、

正
嘗

に
根

糠

づ
け

る
こ

ご
が

可
能
で

あ

ろ

ぐ」
。

(註

二

重
)
彼

ば
之

に

つ
キ
」、
主

傑

ご
螢

業

ご
ほ
.ε
両
立

し
難

き

も

の
は
な

い
`

い
ひ

、
政
府

に
&
り

成
功

す

う
な
得

ろ
唯

}
の
瞥

業

に

郵
便

の

み
で

あ

を

角

し
、

王
有

地

に
収

益

不
+
分

で

あ
り

、
民

有
地

芝
冠
ら

ろ
、

こ
ε

に
よ

り

て
、
鰻

卑

に
し

て
大

に
改
善

ぜ
ら

ろ

、

な

得

・・
い
ひ
・

要

賜

之
、
國
管
渠
及
財
産
に
不
満
雷
且

つ
不
+
分
な

ろ
が
故
に
、
国
費

の
大
部
分
ば
何
等
か
の
税
に
£
り
て
充
た
す
外
な
し
ミ
い
ふ
て
居

る
。

覇

〔註

二
四
)
彼
に
国
費

に
つ
い
て
嘆

主
催
叉
に
民
主
国

の
任
務
ーエ
取
事
、
司
法

、
公
共
設
備
浜
工
事
の
三
ミ
爲
し

、
第
三
の
も
の
に
主
ミ
し
て
商

業

為
容
易

ミ
し
、
及
人
民
の
教
化
々
蓮
か

み
も
の
ミ
篤
し
、
真
跡
に
第
四

ミ
し

て
並
擁

の
威
鹸
為
保

つ
爲
め
の
費
用

為
認
め
、
そ
し
て
卑

に
既
き
・

24)
25)
26)
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虫
催
の
権
威
維
襲

歯

跡
響

に
雇

人
が
能
力
感

じ
養

揺
丈
へ
き
も
の
で
あ
を

い
ひ
、
司
法
費
呆

來
に
農

会

貢
献
す
べ
琶
も

　

の
で
あ
ろ
が
、
之

匹
利
害
干
係
者

が
の
ろ
か
ら
-
此
等
の
者
が
貢
献
す
ろ
こ
ホ
た
得
.ろ
。
無
資

の
罪
人
の
場
合
の
外

に
、

一
般
人
の
貢
献
に
依

ろ

.
、
ミ
が
必
要
こ
な

ろ
こ
ぐ」ぱ
出
來
な

ビ

(潔

∩
p
醇
口
〇
二
δ

ロ
Φ∩
o
留
四
壁
)
。
教
育
及
潜
教
費
に

}
股
人
の

一
般
貢
献
に

よ
ろ
べ
き

も
の
で
あ
る

が
、
此
も
其

の
直
接
崇
盆
看
の
幽
マ
も
の
〔授
業
料
の
如
き
)
芝
、任
意
寄
附
金
ご
に
て
支
辨

さ
ろ
㌦
餓
地
が
め
る
。
溢
路
及
び
交
通
維
持
費

に

}
般

繭
貢
献
に
よ

ろ
べ
き
も
の
で
に
あ
る
が
、
.此
れ
ら
旅
行
者
、
貨
物
泄
綴
巻

、
貨
物
浩
費
者

の
利
ご
な

う
か
ら
、
此
よ
り
蓮
韻
料
秘
取
る
こ
ぐL
が
出

來

、
之
に
よ
り
て
肚
會
.
}
般

の
貨
櫓

層
大
に
軽
く
で
る
こ
ご
が
出
来
ゐ
。
其
他
の
公
共
設
借
火
工
聯
盟

ー-
、
近
接
脱
益
者
の
貢
献
に
£
り
支
辨

さ

れ
ざ
・
だ
け
で
ば

、

一
盛

費
捲

に
よ
ろ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
地
方
利
益
嬰

例
之
・
地
方
弊
察
餐
ぼ

地
方

に
よ
り
て
資
撫

す
べ
く
・

胤

會

「
般

の
牧

人

に

て
櫓

に

ろ
べ
き

も

の
で

ば
な

い

ε
い
ふ

の
で

あ

る
。

結

論

要

之
、

ス
、・、
ス
の
租
挽

の
四
大
原

則
た

る
.平
等

、
硅

實

、
便

宜
、
最
小
費

の
原
則
は
、
彼

の
濁
創

で
は
な
く
、

、
先
人

の
を
襲
踏

し
た
が
、
併

し
之
を

彼

の
力

に
よ

っ
て
完

成

し
た
も

の
で
あ

ら
、
彼
は
之
を
實
在

の
も

の
ε
し
π

け
れ
ご
、
も

、
費
は
貴
注

で
は
な
く

、
彼
自
身

の
根
本
思
想

か
ら

、
.先

人

の
立

て
た
も

の
に
共

鳴

し
、
此

に
適
う
や

う

に
攣
改

し
旋
も

の
で
あ

ら
、
そ
し
て
彼

の
根
本
思
想

は
改
良

さ
れ
た

る
箇
人
主
義

及
自
由
主
義

で
、
彼

の
原
則

は
此
思
想
的
背
景

の
下
に
、
個
人

の
利
益
を
尊
重

し

て
成
形

さ
れ
て
居

㌧
、
彼

が
濁
逸
學

者

の
擧

げ
た
も

の
を
擧

げ
な

か

っ
陀

の
も

、
彼
の
主
義

よ
、
之
を
必

要

こ
せ
す

、
又
之

を
暴

ぐ

べ
き

も
の
で
も

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
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